
平
成
二
年
政
令
第
二
百
七
十
二
号

市
民
農
園
整
備
促
進
法
施
行
令

内
閣
は
、
市
民
農
園
整
備
促
進
法
（
平
成
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
六
号
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
同
法
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
読
替
規
定
）

第
一
条
　
市
民
農
園
整
備
促
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項

ま
で

第
一
項

市
民
農
園
整
備
促
進
法
第
五
条
第
二
項

第
九
十
九
条
第
六
項
、
第
百
一
条
第
二
項
、
第
百
二
条
、
第
百
三
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
及
び
第
百
九

条

農
用
地

土
地

第
百
一
条
第
二
項
、
第
百
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
十
八

条
第
三
項

農
林
水
産
省
令

農
林
水
産
省
令
・
国
土
交
通
省
令

第
百
五
条

第
百
二
条
第
一
項

第
百
二
条
第
一
項
又
は
市
民
農
園
整
備
促
進
法
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
三
第
一
項

前
段

第
百
六
条
第
二
項

消
滅
す
る

消
滅
し
、
市
民
農
園
整
備
促
進
法
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
所
有
者
が
取
得
す
べ
き
土
地
を
定
め
な
い
で
そ
の
所
有
者
が
失
う
べ
き
土
地
を
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
失
う
べ
き
土
地
に
つ
い
て
存
す

る
同
項
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権
利
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
失
う
べ
き
土
地
の
所
有
権
が
移
転
し
た
時
に
お
い
て
消
滅
す
る

含
む
。
）

含
む
。
）
又
は
市
民
農
園
整
備
促
進
法
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
三
第
三
項

第
百
十
三
条

又
は
こ
の
法
律
に

基
く
命
令

若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
市
民
農
園
整
備
促
進
法
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十

三
条
の
三
第
一
項

第
百
十
三
条
、
第
百
十
四
条
第
一
項
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
八
条
第

一
項
、
第
百
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
三
条
第
一
項

土
地
改
良
事
業

市
民
農
園
整
備
促
進
法
に
よ
る
交
換
分
合

（
土
地
改
良
法
施
行
令
の
準
用
）

第
二
条
　
土
地
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
第
七
十
二
条
の
五
の
規
定
は
法
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
改
良
法
第
九
十
九
条
第
七
項
の
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
同
令
第
七
十
四
条
の
規
定
は
法

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
改
良
法
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
決
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
七
十
二
条
の
五
及
び
第
七
十
四
条
中
「
農
林
水
産
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
農
林
水
産
省
令
・
国
土
交
通
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
市
街
化
区
域
の
う
ち
市
民
農
園
の
開
設
の
認
定
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
区
域
）

第
三
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
予
定
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
計
画
に
係
る
同
法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
施
設
の
区
域

二
　
都
市
計
画
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
又
は
新
た
な
事
業
地
（
同
法
第
四
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
事
業
を
施
行
す
る
土
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
編
入
に
係
る
同
法
第
六
十
三

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
同
法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
施
設
（
地
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の
並
び
に
公
園
及
び
緑
地
を
除
く
。
）
に
係
る
事
業
地
の
区
域

三
　
都
市
計
画
法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
予
定
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
計
画
に
係
る
同
法
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
市
街
地
開
発
事
業
（
同
法
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
施
行

区
域

四
　
都
市
計
画
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
又
は
新
た
な
事
業
地
の
編
入
に
係
る
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
同
法
第
四
条
第
七
項
に
規

定
す
る
市
街
地
開
発
事
業
（
同
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
事
業
地
の
区
域

五
　
都
市
計
画
法
第
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
市
街
地
開
発
事
業
等
予
定
区
域
（
同
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
区
域

六
　
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
予
定
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
計
画
に
係
る
同
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に

規
定
す
る
防
災
都
市
計
画
施
設
（
公
園
及
び
緑
地
を
除
く
。
）
の
区
域

（
市
民
農
園
の
開
設
の
認
定
の
基
準
）

第
四
条
　
法
第
七
条
第
三
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
申
請
の
手
続
又
は
整
備
運
営
計
画
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二
　
市
民
農
園
の
用
に
供
す
る
農
地
が
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
農
地
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
農
地
が
所
有
権
以
外
の
権
原
に
基
づ
い
て
耕
作
の
事
業
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
都
市
計
画
法
の
特
例
の
対
象
と
な
る
建
築
物
）

第
五
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
　
休
憩
施
設
で
あ
る
建
築
物

二
　
農
作
業
の
講
習
の
用
に
供
す
る
建
築
物

三
　
簡
易
宿
泊
施
設
（
専
ら
宿
泊
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
で
簡
素
な
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
る
建
築
物

四
　
管
理
事
務
所
そ
の
他
の
管
理
施
設
で
あ
る
建
築
物

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
九
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
五
月
十
八
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
七
日
政
令
第
五
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
一
日
政
令
第
二
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第
三
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
の
原
則
）

第
二
条
　
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
行
政
庁
の
不
作
為
に
係
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
一
日
政
令
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
三
条
中
農
地
法
施
行
令
第
三
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
四
条
の
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
第
十
条
の
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
の
規
定
　
改
正
法
附

則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
一
四
日
政
令
第
二
〇
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
七
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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